
   

さいたま市監査委員告示第２６号 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和５年１月６日付けさいたま市監

査委員告示第２号で公表した定期監査の結果に基づき、さいたま市長から措置を講じ

た旨の報告があったので、別添のとおり告示する。 

  令和５年９月８日 

                                   さいたま市監査委員  大 内 美 幸 

                    同         工 藤 道 弘 

                                    同                  三 神 尊 志 

                                        同                  髙 子   景 

 

 



 

指摘事項等措置報告書 

（病院事業会計）   

 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

行政財産の目的外使用許可（現金自

動支払機、自動販売機）に係る施設光

熱水費等負担金において、損害保険料

の算定を誤っていたので、さいたま市

財産規則第２７条及び行政財産目的

外使用許可事務取扱要領第１２の２

に基づき、適正な事務処理を行うべき

である。 

【病院施設管理課】 

 

２ 支出事務 

会計年度任用職員の任用において、

任用通知書に記載された勤務時間と

は異なる勤務時間で勤務していた。ま

た、１日の勤務において、任用通知書

に記載された正規の勤務時間を超え

て、７時間４５分の範囲内で行った勤

務時間を別の日に振り替えていたの

で、さいたま市会計年度任用職員の勤

務時間及び休暇に関する規則に基づ

き、適正な事務処理を行うべきであ

る。 

【病院総務課】 

 

３ 契約事務 

⑴ さいたま市立病院機密文書収集

運搬廃棄処理業務委託において、仕

様書に業務の一部委任ができる規

定を設けていないにもかかわらず、

１ 収入事務 

損害保険料の算定については、再

計算を行い不足分について請求を行

いました。 

今後は、さいたま市財産規則及び

行政財産目的外使用許可事務取扱要

領を遵守し、適正に対応してまいり

ます。 

【病院施設管理課】 

 

 

２ 支出事務 

任用通知書の記載の勤務時間と異

なる勤務実態がある職員について

は、任用時間を変更する手続きを行

いました。また、任用通知書に記載

された正規の勤務時間を超えて勤務

した場合については、振替対応をせ

ず、規則に基づき時間外勤務手当を

支給しています。今後も、さいたま

市会計年度任用職員の勤務時間及び

休暇に関する規則に基づき、適正な

事務処理を行ってまいります。 

【病院総務課】 

 

３ 契約事務 

⑴ さいたま市立病院機密文書収集

運搬廃棄処理業務委託における業

務の一部を委託する事務について

は、協議を行い、業務内容一部承



受託者以外の業者が一部業務を行

っていたので、さいたま市業務委託

契約基準約款第５条第３項に基づ

き、適正な事務処理を行うべきであ

る。 

【病院施設管理課】 

 

⑵ さいたま市立病院公金の集金及

び両替業務委託において、一般競争

入札の公告に係る決裁区分を部長

決裁とすべきところを、課長決裁と

していたので、さいたま市事務専決

規程第３条に基づき、適正な事務処

理を行うべきである。 

【医事課】 

 

４ 資産管理事務 

⑴ 固定資産の管理において、固定資

産台帳に廃棄済のものが登録され

ていたので、さいたま市病院事業の

財務に関する特例を定める規則第

１２条及び第１３条並びにさいた

ま市立病院物品管理要綱第６条に

基づき、適正な事務処理を行うべき

である。 

【病院財務課】 

 

⑵ 固定資産の管理において、年１回

の実地確認を行っていなかったの

で、さいたま市立病院物品管理要綱

第６条に基づき、適正な事務処理を

行うべきである。 

【病院財務課】 

 

認願を受け、承諾しております。 

今後は、さいたま市業務委託契

約基準約款を遵守し、適正に対応

してまいります。 

【病院施設管理課】 

 

 

⑵ 令和５年度に行うさいたま市立

病院公金の集金及び両替業務委託

において、一般競争入札の公告に

係る決裁区分を部長決裁とし、事

務処理を行っていくように改めま

す。   

【医事課】 

 

 

４ 資産管理事務 

 ⑴ 固定資産台帳に登録されていた

廃棄済みの資産については、除却

処理を行いました。今後は、適正

な固定資産管理を行ってまいりま

す。 

【病院財務課】 

 

 

 

 

 ⑵ 令和４年度においては、さいた

ま市立病院物品管理要綱第６条に

基づき年１回の実地確認を行いま

した。今後も適正な固定資産管理

を行ってまいります。 

【病院財務課】 

 

 


